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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１０月１３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２２年１０月１日 ０８時３５分ごろ 

発生場所 鹿児島県屋久島町安房
あんぼう

港南方沖  

屋久島町所在の尾之間灯台から真方位０７５°１０km付近 

（概位 北緯３０°１５.３′ 東経１３０°３９.４′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 巡視船 はやと、３,２１７.７７トン 

   １２３５６７、国土交通省 

   １０５.００ｍ×１４.６０ｍ×８.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１１,４７３kＷ（合計）、昭和５４年１０月 

Ｂ 漁船 第十五金吉
かねよし

丸、９.１トン 

   ＫＧ２－２１７８（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.９５ｍ（Lr）×３.４０ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成７年１２月２２日 

Ｃ 漁船 志
し

志
し

丸、４.９トン 

   ＫＧ３－９１６０（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.９９ｍ（Lr）×２.６４ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数８０、昭和６１年１月１７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

   一級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成元年３月１０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年８月１１日 

免状有効期間満了日 平成２６年３月９日 

  航海士Ａ（主任航海士） 男性 ５０歳 

   一級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１４年８月１４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１１月４日 

    免状有効期間満了日 平成２７年３月１５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１１月１５日 

    免許証交付日 平成２１年５月１８日 

           （平成２６年７月５日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ５０歳 
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   一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１６年６月２４日 

免許証交付日 平成２１年６月１７日 

           （平成２６年６月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし（本事故後に絡索及び絡網し、左舷の舵、プロペラ及びプロペラ

軸に擦過傷） 

Ｂ 漁具破損 

Ｃ 漁具破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａほか３３人が乗り組み、Ａ船に搭載していた

警備救難艇（以下「本件警救艇」という。）及び回転翼航空機（以下「本件

ヘリコプター」という。）と共に屋久島南東岸沖及び鹿児島県種子島周辺に

おいて、平成２２年１０月１日０６時３０分ごろから行方不明者の捜索を

行っていた。 

 航海士Ａは、航海士補１人と共に昇橋し、０７時４０分ごろ航海当直を

引き継ぎ、北東から東の方向約３海里以内に６隻の小型漁船を認めた。 

Ａ船は、安房港南方沖で、本件ヘリコプターの着船に備え、左舷船首方

から風を受けるよう手動操舵により約０５０°（真方位、以下同じ。）の針

路及び約４ノット（kn）の速力で本件捜索を行いながら航行中、左舷船首

方に視認した漁船を避けようとして０８時３０分ごろ針路を約０９０°に

転じた。 

航海士Ａは、Ｃ船の東方に存在したＢ船を船首方に見る態勢となった

頃、Ｂ船から探照灯で照射されたのを認め、何かの警告であると思った

が、約０６０°の針路でＢ船とＣ船との間に向けて航行したところ、船首

方約１００ｍに浮子
あ ば

を発見して漁具の存在を認め、右舵一杯及び後進とし

たが、０８時３５分ごろＡ船の船首部とＢ船及びＣ船の間の漁具とが衝突

した。 

Ｂ船は主船として船長Ｂほか３人が乗り組み、Ｃ船は従船として船長Ｃ

が１人で乗り組み、屋久島南東岸沖において、‘ロープ引きとびうお浮敷網

漁’（以下「浮敷網漁」という。）を行っていた。 

船長Ｂは、目視によりＡ船が捜索活動を行っていることを知っており、

投網を終えてＣ船にロープ端を引き継いだのち、約１,０００ｍ離れていた

Ａ船がＢ船の方に向けて変針したことを認めたので、Ｂ船及びＣ船が２そ

う引きで操業中であることを知らせるつもりでＡ船に向かって探照灯を照

射した。 

Ｂ船及びＣ船は、Ａ船の動静を注視し、約２kn の速力で南進しながら引

き網を開始し、Ｂ船とＣ船の間隔が約１,０００ｍとなっていた頃、Ａ船が

漁具に衝突したのを見て船長Ｂ及び船長Ｃは、それぞれロープを切断し

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  Ａ船の喫水は、船首約４.８ｍ、船尾約５.３ｍであった。 

 本事故当時、Ａ船の船橋には、船長Ａ、航海士Ａのほか業務管理官、航

空長、航海士補の３人がおり、捜索活動の総指揮を船長Ａが、船長Ａの補

佐を業務管理官が、着船部署（本件ヘリコプターを飛行甲板に誘導して着
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 船させるための部署）の指揮を航空長が、操船指揮を航海当直中の航海士

Ａが、手動操舵を航海士補が行っていた。 

 本件ヘリコプターは、０６時３０分ごろＡ船を離船して種子島周辺の捜

索に赴き、その航続時間が約２時間半～３時間であったので、０８時４５

分ごろＡ船に着船する予定であった。 

 本件警救艇は、通常の着船部署であれば、着船時に緊急事態等が発生し

た場合に直ちに対応できるよう、Ａ船甲板線まで降下して準備するもので

あったが、本事故発生当時は、着水して捜索に従事し、着船部署が発令さ

れれば緊急事態等に対応できるよう、Ａ船の左舷側５０ｍ付近でＡ船に追

従しながら捜索を行っていた。 

 Ａ船は、通常ヘリコプターを着船させる場合、船首１０～３０°の範囲

内で風を受けるように針路を設定することになっていた。 

Ａ船は、衝突後、本件ヘリコプターを着船させる態勢とするため、本事

故発生場所付近で右転したことから、左舷プロペラ軸等に絡索及び絡網し

た。 

 船長Ａは、本事故後、約４年前に浮敷網漁に従事中の船舶に注意する旨

広報されていたことを知った。 

 航海士Ａは、本件警救艇を着水させていなかったら、増速して漁船群の

東方に航行して同漁船群を避けることも可能であったと思った。 

 Ｂ船及びＣ船の浮敷網漁は、長さ約３５０ｍの網の両端に長さ約５００

ｍのロープを接続して全長が約１,３５０ｍとなる漁具を、Ｂ船から投網し

たのちＣ船にロープの一端を引き継いで２船で引き網する操業方法であ

り、ロープ部分には約３ｍ間隔、漁網上縁部には約１５cm 間隔で長さ約１

４cmの浮子がそれぞれ取り付けてあった。 

 Ｂ船及びＣ船は、鼓形形象物を掲示していた。 

 船長Ｂ及びＢ船乗組員は、救命胴衣を着用していなかった。船長Ｃは、

操業に必要なために潜水服を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり Ｂ なし Ｃ なし 

なし 

なし 

 Ａ船は、安房港南方沖において、行方不明者の

捜索に従事中、航海士Ａが、Ｂ船が探照灯を照射

した意図が分からず、Ｂ船及びＣ船が２そう引き

で操業していることに気付かずにＢ船とＣ船の間

に向けて航行したことから、Ｂ船とＣ船の間の漁

具と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、航空機着船時には緊急事態に対応

させるため、本件警救艇を追従させなければなら

なかったが、本件警救艇が波に抗して速力を得ら

れない状況であることなどを考え、着船態勢を整

えることに専念し、他船の存在しない海域にＡ船

を移動させなかった可能性があると考えられる。 

 Ａ船は、本件ヘリコプターの着船に備え、左舷

船首方から風を受けるように航行していたものと

考えられる。 
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 Ｂ船及びＣ船は、安房港南方沖において、２そ

う引きによる操業を行いながら南進中、船長Ｂ

が、自船に船首を向けたＡ船に対し、Ｂ船及びＣ

船が２そう引きにより操業中であることを知らせ

ようとして探照灯を照射したものと考えられる。 

原因  本事故は、安房港南方沖において、Ａ船が、行方不明者の捜索に従事し

て北東進中、Ｂ船及びＣ船が２そう引きで浮敷網漁に従事して南進中、航

海士Ａが、本件ヘリコプターの着船に備えて操船しているとき、Ｂ船から

探照灯の照射を受けたものの、Ｂ船及びＣ船が２そう引きで操業している

ことに気付かずにＢ船とＣ船の間に向けて航行したため、Ａ船がＢ船及び

Ｃ船の間の漁網と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

(1) 捜索活動に従事する巡視船 

・着船は、できる限り他船のいない海域で行うこと 

・ヘリコプターの着船は、できる限り見張り員を増員するなどして周

辺海域が着船に支障がない状況を確認した上で行うこと 

・捜索海域での漁船の操業実態についての情報を有効活用すること 

・着船のために自船の操船だけでは他船を避航できない制約が生じ得

る場合には、そのことを付近船舶に伝える方法を検討することが望ま

れる 

(2) ２そう引きで操業する漁船 

   次の方法等により、２船間の漁具の存在を示すこと 

・発光信号又は音響による信号を活用して注意を喚起すること 

・対象船舶の操船者が分かるよう、２船から探照灯を照射すること 

・浮子の両端に標識（旗等）を設置するなどの方法を検討すること 

 




